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こども園等の様子

建設中の南部第三学童保育所
令和４年４月１日から使用開始予定
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妊娠期からの育児相談支援を実施しています
　村では、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する悩みについて保健師等が専門的な
見地から相談支援を実施しています。「初めての妊娠で不安がいっぱい」「身近に相談できる人がいない」「出
産後、涙が出てイライラする」「離乳食はどうすればいいの」「予防接種について知りたい」「発達が気になる」
等、妊娠期から子育て期のこころのこと、育児のこと、気になることがあればご相談ください。
　また、保育所の申込みに関する相談や保育所を利用している方の相談も随時受け付けています。ぜひお
気軽にご相談ください。
保健師等による育児相談窓口 保育所に関する相談窓口
（子育て世代包括支援センター：0279-70-8052） （住民生活課：0279-54-2211）

待機児童ゼロを目指し　保育施設の拡充を支援
　村では、高まる保育ニーズに対応し保育の受け皿を確保するため、保育施設の拡充を支援しています。
平成30年度から令和3年度までの間に、村内全ての保育園・認定こども園において拡充支援を行い、新た
に45名の保育の受け皿を確保してきました。引き続き、待機児童解消のために必要な支援を積極的に行っ
ていきます。

南部第三学童所の整備
　村では、学童保育所の利用希望者の増加を受け、南小学校に通う児童が利用できる学童保育所を新たに
建設することといたしました。令和４年４月１日から利用開始を予定し、南部第一、第二学童保育所の隣
に建設しています。この整備により、学童保育所の待機児童の解消を見込んでいます。

病後児保育施設「こもれび」をご利用ください
　「こもれび」では、病気やけが等の回復期にあって、就
労や傷病、出産等により家庭での保育が難しいお子さん
を一時的に預かります。利用には事前登録が必要です。
また、利用当日にはかかりつけ医の診療情報提供書が必
要です。利用の際は、施設にお問い合わせください。
（未就学児には、村から利用料補助制度があります。）

開所日 月曜日から金曜日まで
開所時間 午前８時から午後６時まで
利用料 1,500円（別途おやつ代）
所在地 山子田2531-33（榛東中央こども園隣り）
電話番号 0279-55-0008（榛東中央こども園）
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村からのお知らせ | Notice from the Village

　榛東村交通安全会では、高校生の自転車利用時のヘルメット着用を促進し、交通事故による被害の軽減
を図るため、自転車用ヘルメットの購入に要する費用の一部を助成します。
　安全会では、一斉街頭指導や夜間パトロールのほか幼稚園小学校等の交通安全教室や自転車の乗り方指
導などを実施しています。今後とも安全会の活動にご協力をよろしくお願いいたします。

高校生のヘルメット購入に助成します
 問い合わせ先  総務課（☎５４－２２１１　内線２５３）

榛東村交通安全会 ヘルメット購入助成事業
安全基準（ＳＧマーク等）
に適合したヘルメット購入

最
大で 3,000円助成

高校に通学している者（申請時）
令和４年４月から高校に通学予定の者

安全基準に適合したヘルメット（申請日から６か月以内の購入したものに限る）

ヘルメット購入価格９，０００円以上 ３，０００円
ヘルメット購入価格６，０００円以上９，０００円未満 ２，０００円
ヘルメット購入価格６，０００円未満 １，０００円

以下のものを持参して、総務課で申請してください。
・ヘルメット購入時の領収書の写し（購入日がわかるもの）
・ヘルメット保証書の写しまたは安全基準を満たしていることを証するものの写し
・高校に在学している証明（学生証等）または高校の合格通知の写し

助成内容

対 象 者

対象の
ヘルメット

申請方法

群馬県交通安全条例の改正（令和３年４月１日から施行されています。）
　群馬県では年間2,000件以上の自転車事故が発生しています。誰でも気軽に使える自転車だからこ
そ、安心して利用できるように群馬県の条例が改正されています。改正の大きなポイントは次の２
点です。

自転車保険の加入が義務化！
　自転車が加害者となる高額賠償事案が発生しています。交通事故はちょっとした不注意で誰で
も起こしてしまう可能性があることから、被害者救済を図るため、保険加入が義務化されました。

ヘルメット着用が努力義務化！
　ヘルメット着用により、交通事故が起きた際の死亡・重傷リスクが軽減されます。自転車利用
するときはヘルメット着用に努めることとされました。
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防災、防犯、火災、行政情報に関する情報が配信されます。
操作方法が分からない場合は、操作のサポートをしますので
総務課までお越しください。
　 
◎登録方法
ml.shinto@e-park.ne.jpへ空メールを送信するか、ＱＲコードを読み取り、表示されるメールアドレス
に空メールを送信して、返信メールの案内に沿って登録してください。

　村からの緊急なお知らせは、防災行政無線やしんとう安全・安心メールでお知らせしています。
　防災行政無線の放送がハッキリと聞こえなかった場合は、電話で放送内容を確認することができます。
しんとう安全・安心メールは、配信を希望した情報が携帯電話等に配信されます。
　有事に備え、携帯電話等に電話番号の登録やしんとう安全・安心メールの登録をお願いいたします。

防災行政無線・メール配信等の登録をお願いします
 問い合わせ先  総務課（☎５４－２２１１　内線２５４）

防災行政無線の再確認

しんとう安全・安心メール

防災行政無線の放送内容は電話で確認できます。

※正午と午後５時のチャイムも録音されます。

☎０２７９-５４-３４９９

上州くん安全・安心メール
群馬県警察では、不審者情報等の防犯情報や交通安全情報などを
「上州くん安全・安心メール」でメール配信しています。
◎登録方法
josyu@sg-m.jpへ空メールを送信するか、ＱＲコードを読み取り、
表示される案内に沿って登録してください。
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村からのお知らせ | Notice from the Village

　村では全ての子育て世帯を支援するために、国の制度では給付金の対象外となっている特例給付相当（所
得が基準を超えている場合）の方にも給付金の支給を行います。
　給付金の受け取りは、申請が必要な場合と申請不要な場合があります。対象の方へは順次通知を発送し
ています。対象の方で通知が届いていない方はご連絡ください。
　申請が必要な方は、申請期限が令和４年３月７日（月）までとなっていますので、まだ申請がお済みで
ない方はお早めにお手続きをお願いします。
対象児童

①令和３年９月分の特例給付支給対象となっている児童
② 令和３年９月30日時点で高校生相当（平成15年４月２日から平成18年４月１日生まれ）の児童（婚　
姻している場合対象外）
③令和３年10月１日から令和４年３月31日までに生まれた児童
支給対象者

上記対象児童を養育する方のうち、生計を維持する程度の高い者で、特例給付の受給者またはそれに準ず
る者。※上記①、②に該当する児童を養育する者は、令和３年９月30日時点で本村に住民登録がある方に
限ります。
支給金額

対象児童１人につき10万円（全額現金）

　病気やけがの治療のため、輸血や血液製剤を必要とする人たちが数多くいます。この血液製剤は、健康
な方々から血液を提供いただく「献血」により作られています。わが国の血液事業は、「献血」によって支
えられており、血液を必要とする多くの患者さんが、日々救われています。
　１人でも多くの方の献血へのご協力をお願いします。

村民献血
・日時　３月18日（金）　午前10時～正午　　　　・場所　村民ホール
・献血の基準
１回献血量 年齢 体重 最高血圧 年間献血回数 年間総献血量

400㎖献血 男性17歳～69歳
女性18歳～69歳 男女とも50kg以上

90mmHg以上

男性３回以内
女性２回以内

400㎖献血と200㎖
献血を合わせて
男性1200㎖以内
女性800㎖以内200㎖献血 16歳～69歳 男性45kg以上

女性40kg以上
男性６回以内
女性４回以内

※65歳～69歳の方については、60歳～64歳までの間に献血経験のある方に限ります。

献血についてのお願いと注意事項
・ 献血受付時には、検査目的の献血防止対策の一環として身分証明書などの掲示をお願いし、本人である
ことの確認をさせていただきます。ご協力をお願いします。
・献血手帳をお持ちの方は、ご持参ください。

榛東村子育て世帯への臨時特別給付（特例給付相当対象）
 問い合わせ先  住民生活課（☎５４－２２１１　内線１３４）

あなたの血液が命を救う　献血にご協力ください
 問い合わせ先  住民生活課（☎５４－２２１１　内線１２２）
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農振除外の手続き（農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更）
　農振除外の受付期間と必要書類は次のとおりです。
受付期間

　令和４年３月１日（火）～31日（木）　（閉庁日は除く）※事前にご連絡ください。
受付場所

　役場産業振興課（２階）
必要書類

　①申出書等（窓口設置、ホームページに掲載します。）　
　②全部事項証明書（土地登記簿謄本）　
　③公図の写し　
　④位置図・案内図（申請地の位置や付近の状況がわかる地図、住宅地図等）
　⑤土地利用計画図（計画の概要がわかる図面）
　⑥その他必要書類

除外
　除外を希望する農振農用地は、農業振興地域の整備に関する法律第13条第２項の５つの要件（不要不急
でなく代替する土地がないこと、農地の集団性を阻害しないこと、認定農業者等による利用集積がないこと、
土地改良施設の機能に支障がないこと、土地改良事業完了後８年未満でないこと等）の全てを満たしてい
る土地で、農地転用許可、開発許可、建築確認等他法令の許可見込みである場合に限られます。
　除外申出をされても全てが許可されるとは限りませんので、十分ご注意ください。

用途区分の変更
　農用地区域内の農地を、農業用施設（畜舎・堆肥舎・農機具格納庫・農産物直売所など）として利用す
るためなど、農業上の用途を変更する場合は、「用途区分の変更」の手続きが必要です。なお、用途区分の
変更を行っても、農用地区域であることに変わりませんが、農地法で定義する「農地」でなくなる場合に
は農地転用が必要となります。
　また、農業用施設を建設するために農地転用の手続きを行っていても農用地区域であることには変わり
がありませんので、当該農業用施設を取り壊し、住宅等を建設する場合はあらためて農振除外が必要とな
りますのでご注意ください。

農用地区域への編入
　農振除外申請は、「必要性及び緊急性のある開発計画に基づいて農地を農業以外の目的(宅地等)に利用す
る場合」に行われます。このため、除外後、一定期間農地転用が行われず事業の必要性及び緊急性が認め
られない場合は、再度農用地区域に編入する場合がございますのでご注意ください。その際は、順次調査
を行い、土地利用の確認のため通知をさせていただきます。
　また、農振除外後、開発計画がなくなってしまった場合なども、農用地区域へ編入する手続きを行って
ください。

農振（農用地区域）除外の手続きは３月31日までに
 問い合わせ先  産業振興課（☎５４－２２１１　内線２２３）
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村からのお知らせ | Notice from the Village

　身体障害者手帳、療育手帳等の交付を受けていない65歳以上の方で、介護認定を受けていて身体障害者
や知的障害者に準ずる方は、介護認定資料をもとに障害者控除の対象になるかを判定し、障害者控除の対
象と認められる場合には、「障害者控除対象者認定書」を申請に基づき交付します。
　所得税及び復興特別所得税の確定申告または村県民税の申告の際にこの認定書を提示することで、本人
または扶養者が障害者控除または特別障害者控除の適用を受けることができます。

判定基準
区分 認定基準

障害者控除
・ 要介護度１～５で、「障害高齢者の日常生活自立度」がAランクに該当または「認
知症高齢者等の日常生活自立度」がⅡランクに該当する方
・医療「人工肛門」または「人工膀胱」の処置に該当する方

特別障害者控除

・ 要介護度１～５で「障害高齢者の日常生活自立度」がB～Cランクに該当または
「認知症高齢者等の日常生活自立度」がⅢ～Mランクに該当する方
・医療「透析」の処置に該当する方
・視力「ほとんど見えない」に該当する方
・聴力「ほとんど聞こえない」に該当する方

【参考】障害高齢者の日常生活自立度
ランク 状　　態
J 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており、独力で外出する。
A 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。
Ｂ 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドでの生活が主体であるが座位を保つ。
C １日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。

【参考】認知症高齢者等の日常生活自立度
ランク 状　　態
Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。

Ⅱ
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意
していれば自立できる。

Ⅲ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

Ⅳ
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必
要とする。　　　　　

Ｍ 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門治療を必要とする。

申請方法
　健康保険課で交付申請をしてください。
　※申請者が本人または同居家族以外の場合は、本人の同意が必要です。
注意事項

　・ すでに「身体障害者手帳」、「療育手帳」または「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている方は、
この申請を行う必要はありません。身体障害者手帳などを確定申告で提示することで、障害者控除な
どの適用を受けることができます。

　・交付された認定書は、障害者控除認定事由の存続期間中は有効となりますので、大切に保管してください。

障害者控除対象者認定書を交付します
 問い合わせ先  健康保険課（☎５４－２２１１　内線１４３・１４４）
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　「高額医療・高額介護合算療養費制度」とは、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯の自
己負担が高額にならないように負担を軽減する制度です。
　毎年８月1日から翌年７月31日までに支払った医療費と介護サービス費の自己負担額の合計が基準額を
超えた場合に支給します。ただし、医療保険と介護保険のいずれかの額が０円の場合や基準額を超える額
が500円以下の場合は支給対象となりません。

榛東村国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者
　支給対象となる場合は、2月～3月頃に通知します。ただし、対象期間中に、次の①～③に該当した場合は、
通知が届かないことがありますのでお問い合わせください。
①榛東村から他の市町村へ住民異動した場合・他の市町村から榛東村へ住民異動した場合
②他の健康保険から国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入した場合
③国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った場合

榛東村国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の加入者
　支給対象となる場合は、村が交付する「介護保険自己負担額証明書」を添えて、加入する医療保険への
申請が必要となります。証明書が必要な方は、健康保険課窓口で証明書交付申請をしてください。
申請に必要な物

　健康保険証、振込先金融機関の通帳、福祉医療費受給資格者証（該当者のみ）

福祉医療費受給資格者
　福祉医療費受給資格者は医療費の自己負担がないため、支給対象となる方は、医療保険相当分を村に返
還していただき、介護保険相当額の支給のみとなります。該当の方はお問い合わせください。

世帯の自己負担限度額
　毎年7月31日現在で加入している医療保険の所得区分が適用されます。
　自己負担限度額については加入している保険者へお問い合わせください。

おむつ代、２年目以降の医療費控除を受けるには
 問い合わせ先  健康保険課（☎５４－２２１１　内線１４３・１４４）

高額医療・高額介護合算療養費の支給
 問い合わせ先 健康保険課（☎５４－２２１１　内線１４２・１４４・１４５）

　医師が必要と認めた場合の寝たきり者などのおむつ代は、医師が発行した「おむつ使用証明書」におむ
つ代の領収書を添付して提示することで、所得税および復興特別所得税の確定申告または村県民税の申告
の際に医療費控除の適用を受けることができます。おむつ代にかかる医療費控除の適用を受けるのが２年
目以降の場合で、かつ本人が要介護認定を受けている場合は、医師の発行した「おむつ使用証明書」の代
わりとして「おむつ代に係る医療費控除確認書」でも医療費控除の適用を受けることができます。
　なお、確認書は介護保険主治医意見書の記載内容をもとに作成しますので、主治医意見書の記載内容に
よっては交付ができない場合があります。
申請方法

　健康保険課で交付申請をしてください。
　※申請者が本人または同居家族以外の場合は、本人の同意が必要となります。
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村からのお知らせ | Notice from the Village

利用時間　午前８時30分から午後５時まで　　休館日　毎週月曜日・祝日

２ 月 新 刊 情 報 中央公民館図書室
 問い合わせ先  中央公民館（☎５４－２５７３）

書　　　名 著者名
ノラネコぐんだん　ラーメンやさん 工藤　ノリコ
ムスコ物語 ヤマザキ　マリ
硝子戸のうちそと 半藤　末利子
宿題ファイター よしなが　こうたく
照降町四季 佐伯　泰英
二人の嘘 一雫ライオン
うごきません。 大塚　健太
残照の頂　　続・山女日記 湊　かなえ
月夜の羊 吉永　南央
海をあげる 上間　陽子

おすすめ本

同志少女よ　
敵を撃て
逢坂　冬馬
１９４２年。独ソ戦が激化す
るなか、母を殺されたセラ
フィマは復讐のため狙撃兵と
なることを決意する。女性だ
けの狙撃小隊がたどる先とは
…

よくみると…
shimizu （しみず）
ごはんに見えるけど…おや
つに見えるけど…よくみる
と…　あれれ？気づいて
ビックリ！見つけて楽し
い！さがしあそびも楽しい
絵本です。

書　　　名 著者名
神曲 川村　元気
黄金旅程 馳　星周
Ｎ（エヌ） 道尾　秀介
ペッパーズ・ゴースト 伊坂　幸太郎
闇祓 辻村　深月
新しい星 彩瀬　まる
笑うマトリョーシカ 早見　和真
塞王の楯 今村　翔吾
おおかみさん　いまなんじ？ 中川　ひろたか
大名行列 シゲリカツヒコ

各種大会の結果をお知らせします 

【第７１回“社会を明るくする運動”作文コンテスト表彰式】
　次代を担う小・中学生の皆さんに、日常の中で体験したことを基に、犯罪や非行に関して考え
たことや感じたことを書いてもらう作文コンテストです。

群馬県知事賞
榛東中学２年　金井花奈乃さん

前橋保護観察所長賞
北小６年　萩原大和くん
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３
月
は
自
殺
対
策
強
化
月
間
で
す

　

国
内
の
年
間
自
殺
者
数
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
な
ど
の
影

響
に
よ
り
、増
加
が
続
い
て
い
ま
す
。

特
に
女
性
や
子
ど
も
・
若
者
を
中
心

に
自
殺
率
が
上
昇
し
て
い
ま
す
。

　

自
殺
の
多
く
は
、
様
々
な
悩
み
が

原
因
で
、
心
理
的
に
追
い
詰
め
ら
れ

た
末
の
死
で
あ
り
、
そ
の
多
く
が
防

ぐ
こ
と
の
で
き
る
社
会
的
な
問
題
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
感
染
拡
大
防
止
等
へ
の
取

り
組
み
に
伴
う
就
労
環
境
・
学
校
生

活
の
変
化
に
よ
り
ス
ト
レ
ス
や
不
安

を
感
じ
る
リ
ス
ク
が
高
ま
り
や
す
い

状
況
に
あ
り
ま
す
。

　

心
の
健
康
を
保
つ
の
も
、
体
と
同

じ
よ
う
に
早
め
の
対
処
が
大
切
で
す
。

自
分
の
ス
ト
レ
ス
サ
イ
ン
を
知
っ
て

お
き
、
早
め
に
対
処
で
き
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

●
ス
ト
レ
ス
の
対
処
方
法

　

ス
ト
レ
ス
サ
イ
ン
に
気
づ
い
た
時

は
、
休
息
を
と
り
、
気
分
転
換
を
す

る
な
ど
早
め
に
対
処
し
ま
し
ょ
う
。

ゆ
っ
た
り
お
風
呂
に
入
る
、
好
き
な

音
楽
を
聴
く
、
軽
く
ス
ト
レ
ッ
チ
を

す
る
、な
ど
、他
に
も
、家
族
や
友
達
、

会
社
の
同
僚
な
ど
に
話
を
し
て
み
る

こ
と
で
気
持
ち
が
軽
く
な
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

●
困
っ
た
時
は
相
談
を

　

周
り
に
相
談
で
き
な
い
悩
み
が
あ

り
、
解
決
で
き
な
い
と
き
は
専
門
の

相
談
窓
口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◇
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
統
一
ダ
イ
ヤ
ル

　
（
０
５
７
０
―
０
６
４
―
５
５
６
）

◇
群
馬
い
の
ち
の
電
話

　
（
０
２
７
―
２
２
１
―
０
７
８
３
）

◇
よ
り
そ
い
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
（
０
１
２
０
―
２
７
９
―
３
３
８
）

◇
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル　

自
殺
予
防　

い
の
ち
の
電
話

　
（
０
１
２
０
―
７
８
３
―
５
５
６
）

◇
渋
川
保
健
福
祉
事
務
所

　
（
０
２
７
９
―
２
２
―
４
１
６
６
）

◇
榛
東
村
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

　
（
０
２
７
９
―
７
０
―
８
０
５
２
）

●
大
切
な
人
を
自
死
で
亡
く
さ
れ
た

方
へ

　

大
切
な
人
を
自
死
で
亡
く
し
た
と

き
、
こ
こ
ろ
や
か
ら
だ
、
行
動
や
生

活
に
様
々
な
変
化
が
起
こ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。眠
れ
な
い
、食
欲
が
な
い
、

涙
が
止
ま
ら
な
く
な
る
、
自
分
を
責

め
る
な
ど
の
変
化
は
あ
り
ま
せ
ん

か
？
こ
れ
ら
は
自
然
な
反
応
で
す
が
、

つ
ら
い
症
状
が
長
引
く
と
き
は
医
療

機
関
や
専
門
の
相
談
窓
口
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

◇
自
死
遺
族
相
談・自
死
遺
族
交
流
会

　
（
０
２
７
―
２
６
３
―
１
１
５
６
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

　
（
☎
０
２
７
９
│
７
０
│
８
０
５
２
）

お

元気ですか

保健相談
センター
です

しんとう健康ダイヤル24

☎０１２０－０７７－００５
24時間・年中無休　通話料・相談料無料

健康相談、医療相談、介護相談、育児相談や医療機関情報を提供します。
医療機関を受診すべきか迷ったら、まずは電話でご相談ください。
※電話番号は必ず非通知設定を解除してご利用ください。

内科 外科 耳鼻科 歯科

２
月 27日（日）

みゆきだ 内 科 医 院 佐 藤 医 院 と ま る ク リ ニ ッ ク いのうえ耳鼻咽喉科医院 永 井 歯 科 医 院
（渋　川） （北　橘） （渋　川） （渋　川） （赤　城）
☎60-6070 ☎52-3003 ☎26-7711 ☎30-1133 ☎56-8854

３
月

６日（日）
大谷内科クリニック 大井内科クリニック 加 藤 整 形 外 科 医 院 小 野 上 歯 科 診 療 所

（渋　川） （吉　岡） （渋　川） （小野上）
☎20-1881 ☎30-5575 ☎20-1007 ☎59-2493

13日（日）
原 沢 医 院 赤城開成クリニック 渋 川 医 療 セ ン タ ー 吉岡ちよだ耳鼻咽喉科 ほ し か わ 歯 科 医 院

（伊香保） （赤　城） （子　持） （吉　岡） （渋　川）
☎72-2503 ☎20-6500 ☎23-1010 ☎26-7546 ☎24-8835

20日（日）
渋 川 中 央 病 院 榛 東 さ い と う 医 院 北 毛 病 院 高橋歯科クリニック

（渋　川） （榛　東） （渋　川） （渋　川）
☎25-1711 ☎54-1055 ☎24-1234 ☎24-8211

21日（祝）
奈 良 内 科 医 院 痛みのクリニック長谷川医院 有 馬 ク リ ニ ッ ク 吉岡歯科クリニック

（渋　川） （吉　岡） （渋　川） （渋　川）
☎25-1155 ☎30-5055 ☎24-8818 ☎24-8289

27日（日）
中 野 医 院 駒 寄 こ ど も 診 療 所 高野外科胃腸科医院 いのうえ耳鼻咽喉科医院 K 歯 科 医 院

（渋　川） （吉　岡） （渋　川） （渋　川） （渋　川）
☎22-1219 ☎55-5252 ☎24-2425 ☎30-1133 ☎22-2331

※耳鼻科・歯科の診療時間は正午までです。

休日当番医
急病で救急車を要する場合は、迷わず「１１９番」
救急医療情報テレフォンサービス　☎０２７９－２３－００９９
夜間急患診療所（午後７時～10時、年中無休）☎０２７９－２３－８８９９
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マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
込
み

　

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
に
申
込
み
を
す

る
と
、
選
ん
だ
決
済
サ
ー
ビ
ス
の

ポ
イ
ン
ト
が
付
与
さ
れ
ま
す
。
次

の
３
つ
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
方

が
対
象
で
す
。

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
新
規
取

得
等
を
行
っ
た
方

　

最
大
５
０
０
０
円
相
当
の
ポ
イ
ン

ト
が
付
与
さ
れ
ま
す
。

②
健
康
保
険
証
と
し
て
の
申
込
み　

を
行
っ
た
方

　

７
５
０
０
円
相
当
の
ポ
イ
ン
ト
が

付
与
さ
れ
ま
す
。

③
公
金
受
取
口
座
の
登
録
を
行
っ
た
方

　

７
５
０
０
円
相
当
の
ポ
イ
ン
ト
が

付
与
さ
れ
ま
す
。

※
②
、
③
に
つ
い
て
は
、
令
和
４
年

６
月
頃
か
ら
申
込
開
始
予
定
で

す
。

■
手
続
方
法

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
か
ら
手
続
可

能
で
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
マ

イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
事
業
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
総
務
省
）
か
ら
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ

ヤ
ル

　

☎
０
１
２
０
―
９
５
―
０
１
７
８

お
薬
手
帳
を
有
効
に
活
用

し
ま
し
ょ
う

◇
複
数
の
お
薬
手
帳
は
一
冊
に
ま
と

め
ま
し
ょ
う

　

複
数
の
医
療
機
関
を
受
診
す
る
と

き
や
薬
局
で
調
剤
を
し
て
も
ら
う

と
き
に
は
、
一
冊
に
ま
と
め
た
お

薬
手
帳
を
見
せ
る
こ
と
が
、
相
互

作
用
や
重
複
投
与
を
防
ぎ
、
よ
り

安
全
で
有
効
な
薬
物
療
法
に
つ
な

が
り
ま
す

◇
災
害
時
に
も
携
帯
し
ま
し
ょ
う

　

災
害
時
に
携
帯
す
る
こ
と
に
よ
り
、

適
切
な
医
療
を
ス
ム
ー
ズ
に
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◇
自
分
で
も
記
入
し
ま
し
ょ
う　

お

薬
手
帳
に
は
、
薬
の
こ
と
だ
け
で

な
く
、
薬
を
服
用
し
た
時
の
体
の

変
化
な
ど
を
自
分
で
記
入
し
ま

し
ょ
う

▼
問
い
合
わ
せ
先　

群
馬
県
庁
薬
務
課

　

☎
０
２
７
―
２
２
６
―
２
６
６
３

「
ぐ
ん
ま
結
婚
応
援
パ
ス
ポ
ー

ト
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
！

　
「
ぐ
ん
ま
結
婚
応
援
パ
ス
ポ
ー
ト

（
コ
ン
パ
ス
）」
は
、
新
婚
や
結
婚

予
定
の
カ
ッ
プ
ル
が
協
賛
店
舗
で

ご
提
示
い
た
だ
く
と
、
お
得
な

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
カ
ー
ド

で
す
。

　

北
関
東
三
県
の
結
婚
応
援
パ
ス

ポ
ー
ト
が
相
互
利
用
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
茨
城
・
栃
木
に

お
出
か
け
の
際
も
、
コ
ン
パ
ス
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

浄
化
槽
の
適
正
な
維
持
管

理
を
お
願
い
し
ま
す

　

浄
化
槽
の
所
有
者
な
ど
（
浄
化
槽

管
理
者
）に
は
、浄
化
槽
法
に
よ
り
、

浄
化
槽
の
定
期
的
な
保
守
点
検
と

清
掃
及
び
年
１
回
の
法
定
検
査
の

受
検
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

自
宅
や
事
業
所
な
ど
に
設
置
し
て

い
る
浄
化
槽
に
つ
い
て
、
必
要
な

維
持
管
理
が
全
て
適
切
に
行
わ
れ

て
い
る
か
ど
う
か
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

■
必
要
な
維
持
管
理

・
保
守
点
検

　

浄
化
槽
内
の
装
置
を
点
検

・
清
掃

　

浄
化
槽
内
に
た
ま
っ
た
汚
泥
の
引

き
抜
き
や
、
浄
化
槽
内
の
洗
浄

・
法
定
検
査

水
質
測
定
な
ど
に
よ
り
、
浄
化
槽
が

正
し
く
機
能
し
て
い
る
か
ど
う
か

を
検
査
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

・
保
守
点
検
、
清
掃
に
つ
い
て

　

県
庁
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
課

　

☎
０
２
７
―
２
２
６
―
２
８
５
３

℻  
０
２
７
―
２
２
３
―
７
２
９
２

　

県
環
境
事
務
所
、
県
環
境
森
林
事

務
所

・
法
定
検
査
に
つ
い
て

　

環
境
検
査
事
業
団

　

☎
０
２
７
―
２
８
０
―
５
２
２
２

℻  
０
２
７
―
２
８
０
―
３
３
３
１

民
法
改
正
に
よ
り
成
年
年

齢
が
18
歳
に
な
り
ま
す
。

　

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
成
年
年

齢
が
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。
成
人

に
な
る
と
、
親
な
ど
の
法
定
代
理

人
の
同
意
が
な
く
て
も
、
自
分
の

意
思
で
契
約
が
で
き
た
り
、
高
校

生
で
も
ロ
ー
ン
を
組
ん
だ
り
、
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
が
作
れ
た
り
し

ま
す
。

　

未
成
年
者
の
場
合
、
親
な
ど
の
法

定
代
理
人
の
同
意
が
な
い
契
約
に

つ
い
て
は
取
り
消
す
こ
と
が
で
き

ま
す
が
、
成
人
に
な
る
と
民
法
の

「
未
成
年
者
取
消
権
」
に
基
づ
く

取
消
し
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
保
護
が
な
く
な
っ
た

ば
か
り
の
高
校
・
大
学
在
学
中
の

新
成
人
を
ね
ら
い
打
ち
に
す
る
悪

質
な
業
者
が
い
ま
す
。
新
成
人
を

タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
悪
質
商
法
に

よ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
な

い
よ
う
ご
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

成
年
年
齢
引
下
げ
に
伴
う
新
成
人

の
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

◇
契
約
や
買
い
物
で
「
困
っ
た
な
」

と
思
っ
た
ら

　

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
１
８
８

◇
貸
金
業
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

　

関
東
財
務
局
前
橋
財
務
事
務
所

理
財
課　

０
２
７
―
８
９
６
―
２

９
０
９

◇
警
察
に
対
す
る
相
談
は

　

＃
９
１
１
０

お知らせ

NEWS

榛東村地域包括支援センター

　本村在住の高齢者の方で、困りごとや
心配ごとがありましたらご相談ください。
■場所：榛東村保健相談センター内

（☎０２７９－２５－８４４１）

行政相談を開催します
■日時…３月18日（金）
　　　　午後１時30分～午後４時
■会場…楽集センター
■ 内容…国・県・市町村などの行政に
関することについて、相談をお受け
します。お気軽にご相談ください。
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第
69
回
群
馬
県
写
真
展
覧
会

　

群
馬
県
民
の
写
真
芸
術
へ
の
創
作

力
、
鑑
賞
力
を
高
め
る
た
め
、
公

募
に
よ
り
募
集
し
た
作
品
の
中
か

ら
入
賞・入
選
作
品
を
展
示
し
ま
す
。

■
日
程　

３
月
20
日
（
日
）
〜
26
日

（
土
）

■
時
間

　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
5
時
（
最

終
日
は
午
後
1
時
）

■
場
所　

群
馬
県
庁　

県
民
ホ
ー
ル

（
前
橋
市
大
手
町
）

■
入
場
料　

無
料

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

群
馬
県
教
育
文
化
事
業
団

　

☎
０
２
７
―
２
２
４
―
３
９
６
０

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

県
中
小
企
業
団
体
中
央
会

　

☎
０
２
７
―
２
３
２
―
４
１
２
３

火
事
や
災
害
か
ら
地
域
を
守
る

消
防
団
員
を
募
集
し
て
い
ま
す

　

消
防
団
は
市
町
村
に
設
置
さ
れ
て

い
る
消
防
機
関
で
す
。
そ
こ
で
活

躍
す
る
消
防
団
員
は
非
常
勤
特
別

職
の
地
方
公
務
員
で
、
地
域
に
お

け
る
消
防
・
防
災
の
リ
ー
ダ
ー
と

し
て
、
住
民
の
安
心
と
安
全
を
守

る
と
い
う
重
要
な
役
割
を
担
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
消
防
団
員
は
全

国
的
に
減
少
し
て
い
て
、
本
県
で

も
同
様
の
状
況
で
す
。

　

消
防
団
員
に
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

や
農
家
、
自
営
業
者
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
職
種
の
人
が
い
ま
す
。
近
年

は
、
学
生
や
女
性
も
入
団
し
て
い

ま
す
。

　

地
域
の
安
全
・
安
心
を
守
る
た
め
、

消
防
団
に
入
団
し
ま
せ
ん
か
。
特

に
若
い
人
の
力
が
活
動
の
原
動
力

と
な
り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
入
団
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。　

■
対
象　

18
歳
以
上
の
人
（
村
内
在

住
・
在
勤
者
）

■
そ
の
他　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　

榛
東
村
総
務
課

☎
０
２
７
９
―
５
４
―
２
２
１
１

群
馬
で
就
職
！
合
同
企
業
説

明
会
」
開
催
の
お
知
ら
せ

　

県
中
小
企
業
団
体
中
央
会
で
は
、

県
内
中
小
企
業
と
適
職
を
求
め
る

新
卒
者
な
ど
と
マ
ッ
チ
ン
グ
の
た

め
の
合
同
企
業
説
明
会
を
行
い
ま

す
。

■
日
程　

３
月
７
日
（
月
）

■
時
間　

午
後
１
時
〜
４
時

　

（
受
付
開
始
12
時
30
分
）

■
場
所

　

Ｇ
メ
ッ
セ
群
馬
（
高
崎
市
）

■
対
象

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

◇
・
令
和
５
年
３
月
卒
業
予
定
の
大

学
院
・
大
学
・
短
大
・
高
専
・
専

修
学
校
生(

留
学
生
を
含
む)

◇
卒
業
後
３
年
以
内
の
既
卒
者(

高

卒
含
む)

及
び
若
年
未
就
職
者
な
ど

■
費
用　

無
料

■
申
込
方
法　

当
日
、
直
接
会
場
に

お
越
し
く
だ
さ
い

■
参
加
企
業　

事
前
に
県
中
小
企
業

団
体
中
央
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公

開
し
ま
す
。

■
そ
の
他　

密
集
・
密
接
状
況
を
避

け
て
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス

を
確
保
し
消
毒
と
衛
生
を
徹
底
し

て
実
施
し
ま
す
。

　

当
日
の
受
け
付
け
や
企
業
の
説
明

を
受
け
る
際
に
、
所
定
の
受
付
票

が
必
要
で
す
。
受
付
票
は
、
県
中

小
企
業
団
体
中
央
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
入
手
で
き
ま
す
。

募集

RECRUITMENT

登録できない方は、総務課で
お手伝いします。

しんとう安全・安心メールにご登録を
　村内の防災、防犯、火災、行政情報等を電子メー
ルで配信するサービスです。
　登録は、空メールを送信して手続きを行って
ください。

ml.shinto@e-park.ne.jp

自衛官募集中
「平和」を仕事にしてみませんか？

まずはお問い合わせをお待ちしています。
自衛隊群馬地方協力本部前橋募集案内所

☎０２７―２３３―８９６０

防災行政無線の放送内容は電話でも防災行政無線の放送内容は電話でも
確認できます。確認できます。

☎0279-54-3499☎0279-54-3499

交
通
指
導
員
を
募
集
し
て
い
ま
す

　

交
通
指
導
員
は
、
村
民
の
み
な
さ

ん
が
安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ
る
よ

う
、
警
察
や
交
通
安
全
協
会
な
ど

と
連
携
し
、
交
通
事
故
防
止
に
向

け
て
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

主
な
活
動
は
、
登
下
校
時
の
通
学

路
に
お
け
る
見
守
り
や
、
交
通
安

全
教
室
の
実
施
、
各
種
イ
ベ
ン
ト

開
催
時
の
交
通
整
理
な
ど
で
す
。

■
任
期　

３
年

■
資
格　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
問
い
合
わ
せ
先　

総
務
課

　

☎
５
４
―
２
２
１
１
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広報カレンダー 3月
日 月 火 水 木 金 土

27 28 1 2 3 4 5
村 8:30 日曜税務窓口 保骨粗鬆症予防教室①

(要予約)
保 10:30 アイアイ
(要予約)

楽 13:30 陶芸教室
保 ココロとカラダの健
康ヨーガ②(要予約)

6 7 8 9 10 11 12
保 13:30 健康相談 さ 10:00 障害福祉なん

でも相談
保骨粗鬆症予防教室②
(要予約)

さ 9:30 心配ごと相談
保 9:45 両親学級①
(要予約)

13 14 15 16 17 18 19
保 9:30はつらつ教室(要予約)
保 10:30はつらつ教室(要予約)
保 13:30 健康相談
楽 13:30 楽集シネマ

保骨粗鬆症予防教室③
(要予約)

保 9:45 両親学級②
(要予約)
楽 13:30 人権相談

保すくすく教室
(要予約)

保 ココロとカラダの健
康ヨーガ③(要予約)
村 13:30 空き家無料相談
楽 13:00 行政相談
楽 13:30 陶芸教室

20 21 22 23 24 25 26
春分の日 保 13:00 

１歳６か月児健診
村 13:30 
農地・農業者年金相談

さ 13:30 無料法律相談

27 28 29 30 31 1 2
村 8:30 日曜税務窓口 保 13:30 健康相談

村 15:00 
手話通訳者設置

保 13:00 乳児健診

【有料広告欄】

診療時間／AM8:30～PM12:00
　　　　　PM2:30～PM  7:00

(祝日のある週は水曜診療日)
休 診 日／日曜日･祝祭日･水曜日

健体康心
皆様に幸多き春が
訪れますように。

榛東村新井1223-1

0279-25-8820

実施場所
村村役場　保保健相談センター　さささえの家　中中央公民館　南南部コミセン　ふふれあい館　耳耳飾り館　
児児童館　アしんとうスポーツアリーナ　楽楽集センター　総総合グラウンド　公ふるさと公園　榛榛東中体育館

※ふれあい館休館日

３月14日（月）、28日（月）

新型コロナウイルス感染症予防のため、各行事について
規模縮小や中止する場合があります。

いわくら榛東接骨院いわくら榛東接骨院
でんわ 090-7426-4752

榛東村広馬場 873-2 サクシードヒルＤ.Ｅ 2 部屋分
駐車場はウラに多数有ります　℡0279-25-8666
※八ノ海道信号東に800m『小林新聞店さん』東100m左折すぐ

(^o^) コロナ対策徹底！　個室施術、最新エコーも完備 (^o^)

『交通事故／労災指定・保険接骨院』７時半まで受付　時間外予約も可！

有限会社 群馬サポート
☎0279-54-2322 村内全域
■浄化槽保守点検 ■浄化槽清掃
■浄化槽修理 ■一般くみとり
榛東村長岡939-1 お気軽に連絡ください。
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自衛隊入隊・入校予定者激励会
　２月14日（月）、役場で、自衛隊に入隊する本村出身
者のための激励会を行い、真塩村長、榛東村自衛隊家族
会高橋会長が激励品を贈りました。入隊・入校予定者を
代表して、森山拓人さんが立派に職責を果たせるように
頑張ると抱負を語りました。
（写真撮影時のみマスクを外しています）

南分署　新庁舎開署式
　２月14日（月）、渋川広域消防署南分署の新庁舎開署
式が行われました。高崎渋川線バイパス沿いに建設され
た新庁舎は、防災拠点としての機能強化が図られ、広域
住民の安心・安全な暮らしを守ります。
　１月24日から仮運用され、３月１日から正式運用さ
れる予定です。
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人口と世帯
（１月末日現在）

※（　）は対前月

総人口

男

女

世帯数

14,592人(＋15)

 7,444人(＋17)

7,148人(－ ２)

6,066戸(＋24)

交通安全会がヘルメット助成
事業を開始します（４ペー
ジ）。ヘルメットの着用で事
故時のリスクを軽減すること
ができます。命を守るヘル
メット！この機会にぜひ、購
入をご検討ください。（大山）

イベント
情報

EVENTS  INFO

　近所や道端で「庚申」の文字が刻まれた石碑に
見覚えがある方は多いでしょう。庚申の石碑は村
内に145箇所以上もあり、庚申信仰が盛んであっ
たことがわかります。庚申とは干支の「かのえさ
る」の日。年に６回巡ってくるこの日に、当番の
家で会食をする「お庚申さま」を行いました。こ
の庚申講

こう

は５～８軒が１組となり、当番の家に家
長が集まって夕食をともにし、農事や家の近況報
告をするなど娯楽・情報交換の場でもありました。
戦後、減少しますが、継承している地区もありま
す。
　庚申信仰には、豊作、悪疫退散、延命長寿、家
内安全などさまざまな願いがこめられました。石
碑には「庚申」の文字のほか、おそろしい姿で疫

えき

病
びょう

を祓
はら

う「青
しょう

面
めん

金
こん

剛
ごう

像
ぞう

」など数種あり、多くは江
戸時代に建てられました。（広馬場の字輪寺にあ
る昭和55年の庚申碑が最も新しい庚申碑です。） 

　庚申信仰は「人間の体内にいる虫が、庚申の夜、
寝ている間に体から出て、その人の悪い行いを天
の神様に報告する。これにより神様が寿命を決め
るので、虫が出て告げ口しないように、庚申の夜
は寝ずに過ごす」という道教の教えから平安時代
に日本で広まったものです。江戸時代には講

こう

の形
態が全国に広まり、京都の
八坂庚申堂などは日本三大
庚申といわれ、多くの参詣
者で賑わいました。農村へ
の普及には天台宗寺院や修
験の行者がかかわったとも
考えられます。庚申信仰は
道教と神仏の要素が習合し
た、複雑で謎の多い民間信
仰なのです。
（耳飾り館　学芸員）

小金澤 久司 油彩画展（3月１５日（火）～5月８日（日））
 問い合わせ先  耳飾り館（☎５４－１１３３）

榛東くらしの風景　～季節をめぐる～

編集だより

　耳飾り館にて、群馬県を中心に活動している画家　小金澤久司氏の油彩
画展を行います。
　今年のテーマは「火の鳥　鳳凰と銀河」で、生命を題材に
　心象風景を描いた作品を展示します。

場所　榛東村耳飾り館特別展示室（無料）
日時　令和４年３月15日から５月８日まで
　　　月曜日（休館日）を除く午前９時から午後５時

みんなでしあわせを願う･･･お庚
こ う

申
し ん

さまの信仰

16広報しんとう


